
<東京電力パワーグリッドからのお願い>

建物の解体に携わるみなさまへ
電気設備がある状態での解体工事は感電や公衆災害発生の恐れがあり
大変危険です。感電災害防止のため，引込線・メーターの撤去のお申
込は，建物取り壊し予定日の5日前（土日・祝日を除く）までにお申込
下さいますようお願いいたします。

～危険な状態～
✓引込線が垂れ下がっている
✓引込線が切れている
✓引込線が巻き溜まっている
✓引込線または電気メーターが外れている
✓既に建物が全て解体済みである

電線付近の作業における感電防止については，労働安全衛生規則によ
り作業を行う事業者の義務として定められております。
また，引込線・メーターの取り外しによるトラブル
（感電事故や設備損壊等）は，工事された方の責任となります。

ご注意事項

感電や公衆災害に繋がる危険な状態

感電！

ご依頼者さまより申込を委任されている場合は，ご依頼者さま名・ご連絡先をお
知らせ下さい。また，撤去される場所の下記確認事項の情報をご準備いただくと
お手続きがスムーズに進みます。
※電気需給契約の解約手続きがお済みでない場合は，ご契約者さまより小売電
   気事業者さまへご連絡下さい。

メーターと引込線撤去のお申込時にいただきたい情報

＜確認事項＞
①撤去する場所のご住所

(○丁目ー△番ー□号)
②撤去する場所のご契約者さま名
③メーター番号(左図参照）
④撤去可能日
⑤供給地点特定番号

秘密情報 目的外使用禁止 東京電力パワーグリッド株式会社 配電部 2026.4



© 東京電力パワーグリッド株式会社（2026年4月）

①メーター番号画像

＜メーター番号登録について＞
◼ 原則として，メーター番号が判別できる画像のご提供をお願いいたします。

良い例悪い例

※メーターの全体像ではなく、メーター番号が読み取れる画像のご提供をお願いいたします

※当該場所が確認できるよう
   全景・電柱番号の画像提供を
   お願いいたします

メーターと引込線撤去のお申込はwebが便利！
メーター等の写真をご提供いただくと

作業当日のお立会いが不要となる場合がございます

メーターと引込線撤去のお申込につきまして,パソコン・スマートフォン等によりインターネットでお
申込いただけるサービスです。入力フォームの必要項目を入力いただくことでお申込いただけます。
申込内容や画像の情報により現地特定出来た場合はお立会いが不要となります。

●家屋解体等によるメーターと引込線撤去のお申込は,web受付をご利用下さい

■申込ステップ

メーターと引込線撤去の
お申込はこちら

東京電力 撤去web 検索

②住宅全体画像と電柱番号
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